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1　 は じめに

近年農村地 域で は環暁保全 やア メニ テ ィな どの

高まりか ら，環 境や 景観 に配 慮した様 々 な整備 が

実施 されて きた。し か し
， 農業の 効率化や生 産 性

向上 を 目的 とした従来 の 土地 改良事 業では ，景観

の 変化や緑 地 ・生物相 の 喪失など を伴うこ とは避 け

られない c 農業生産空間における景観 ・生 態系保

全 と従来 の 土 地 改 良事業とは 相容 れ な い 関係 に

あると言える 。 例 えば，農村 の 伝統的景観要 素の 1

つ である畦畔木
注 1〕

の 場合で は
，
畦 畔木は 様 々 な

利用がされてきたが ，これ まで に 圃場整 備によっ て

そ の ほ とんどが切 られ独特 の 風景が失われてきた。

圃場整備が 実施され て い ない 場合で あっ ても，畦

畔木 にそ の 利用 価値がなくなれ ば
， 維持 管理 され

ずに放置されたり1 また農作業の 障害と感 じられれ

ば切 られ る ことも多い 。 しか し，そ の ような中で 畦 畔

木が保存され てい るとこ ろもある。

本研 究で は，農村の 伝統 的景観要素である畦 畔

木 に注 目し，こ れ までに畦畔木 が保存され て い る

事例 を ， 保存の 理 由や 方法に つ い て分析 し， 今後

畦畔木保存をして い くため の 提言をする。

H 　畦 畔木保存の 経緯

調査対象地域は ，新潟県新津市A 集落，同県岩

室村 B 集落，同県小 国町C 集落，滋賀県長浜市D

集落で あり，それ ぞれ の 集落 の代表者と行 政担 当

者 へ の 聞き取 り調査 や資料 ・文 献調査をした
齟

。

1．新潟県新津市の事例

新津 市A 集落 の 畦畔木 は
，

「稲架木 並 木 」として

新津市 の 民俗 資料 （農業生産用 具）の 指定を受け，

保存され て い る 。

11 民俗資料指定まで の 経緯
勸

現在 の 「稲架木並木」は ，A 集落 で 昭和 17−18 年

に実施され た耕 地整理 の 際に，既 存 の 農地か ら1

本 の 農道 沿 い に移植 した 時か ら始まる。当時は
，

稲を乾燥する
注 φ

ため の 農業施設 として扱 われ，A

集落以外 で も多くの 畦畔木 が見られ た 。

そ の 後昭和 48 年頃 にコ ン バ イン や 乾燥機などの

農業機 械が 導入 され 始め る まで 畦畔 木は ハ サ架

けなどに利用 され た
個

。 しかし機械導入 によっ て ，

畦畔木 の 利用はされなくなり， 切られる畦畔木が多

か っ たが，A 集落の 畦畔木は切 られなか っ た。そ の

原 因 として
， 次の よ うな こ とがあ げられ る。  田と雑

種地
；s・s）

にそれぞ れ地 番が存在 し，か つ 田と田 に

接する雑種地 の 所有者が異なる場所が多か っ た，

  田 と畦畔木 の 間 に コ ン クリ
ー

トの U 字溝があり，

畦畔木 を切っ ても田を広げるこ とがで きなか っ た，

  耕作農道 沿い にはなか っ たため，農業機械 の 通

行 に支障にならなか っ た ，   住宅地 が近 く， 農薬

の 空 中散布が で きず ，邪魔にならなか っ た
，   防

除の 方法が ， ホ
…

ス による農薬散布で はなく， 邪 魔

に ならなか っ た。残 っ たA 集落 の 畦畔木 は ， 周 辺

集落で利用されず切られてい っ た畦畔木が多か っ

た ことにより，さらに日立 つ ようになっ て い た。この よ

うな状況に対して，昭和 57 年 2月に新津市教育委

員会はA 集落 の 「稲架木 並木 」（延長約 1km，　lll8
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本）を文化財 （農業生産用 具として の 筏俗 資料）に

指定をした ［S］。文化財指定 の 際に 地元農 家が指定

を了承した主な理 山は次 の ようなもの で あっ た。 

農作業 へ の 支障もほ とん どなく経済的なマ イナス

が少 な い か ら，  昔か らあるも の だ から，  絵 を描

く，写真を撮るなど の 外部 の 視線もあるから，  維

持管理 費用 が集落 に入 るから。

L2 指定され て からこ れまで の 状況

維持管理を監督する行政担 当者 によると，現在，

本数は 約 loeo 本 で ある 。 指定時点か らの 減少 分

は，並 木を横切る盤越 自動車道 の 開通による伐採

分の 1 4本や，そ の 他枯死 ， 倒木な どで ある 。 樹種

はヤチ ダモ である。所有 は，畦 畔木 の ある雑 種地

の 所有者である。 維持 管理に っ い て は ， 指定され

た 当時は集落 の 農家組合で請 け負 っ て い たが，現

在で は 作業の危険性か ら市教育委 員会が専門業

者に委託 してい る、1 例として ，平成9 年度 の 管理 内

容お よび 費用 は ，   稲架木 の 補植
”．7）

（63 本 ， 約

3｛〕O 万 円），  剪定 （年 1回で全体 の 半分，約 10 

万円），  除草 （年 1回 ， 約 9 万 円），   害 虫駆 除

（年 3同 ， 約 7 万 円）で あっ た。なお ，  と  の 作業

は 専門 の 造 園業者 に ，   と  の 作業は シ ル バ …

人材 セ ン タ
ー

に委託 した
櫛

。

集落代 表 者によると，以前大区画 圃場整備 の 計

画 があっ た時にも，集落 の 話し合い の 中で畦畔木

の 保存が 考慮され てお り，地 元農家の 保存に対す

る意識が強 い ことがわ か る。

「
一一

13 地元 の 抱える問題点

　行政担 当者 の 指摘で は ， 毎年数本は台風に よる

倒 木な どで 失 われて い る。今は他の 場所で い らな

くな っ た 畦畔木 を引き取 っ ているが ，将来的 に 畦

畔木が無くな っ て しまうこ とへ の 危機感がある。

2．新潟 県岩室 村の 事例

新潟県岩室村B 集落 の 畦畔木は 村 の 観光 資源と

して保存され てい る。

2ユ 観光資源指定まで の 経緯注9）

B集落で は昭和 3年か ら4年 にかけて耕地整理が

実施され ，そ の 際に 農道 沿 い や畦 畔沿い に畦 畔

木 を移植 した 。 新津 市の 事例と同様 に，農家にとっ

て は 農業をして い く一ヒで 必 要な農業施設であり， 岩

室村全 域で 畦畔木は移植され て い た。

昭和 45年 に ライス セ ン ターが で き，ハ サ架けをす

る必 要 がなくな り，それ か らは 畦畔木 の 数は少 なく

なっ て い っ た。そ して
， 昭 和 52 年 の 空中散布開始

によっ て 岩 室 村の残 っ て い た畦畔木 の 多くが伐採

され た。そ の ような 中で
，
B 集落で 畦畔木が残 っ た

原 因として以 下の こ とがあ っ た。  田 とそ の 田に接

す る雑種 地 の 所有者が 異なるこ と，  B 集落は 農

家戸数が ge 戸 で ，他の 集落に比 べ 戸数が多く， 

との 関連もあり空中散布 開始 の 際にも伐採 の 話が

まとまりに くか っ た。

昭和 62 年に
， 岩室 村の 岩 室旅館組合の 青年部

か ら，
B 集落 に多く残 っ て い る畦畔木を観光資源 と

して 保 存するこ とが観光 協会 に 提案された 。観光

図 1 新津市の 畦畔木の 位置

　 協会とB集落 の 話 し合 い の 結果，昭和

　 62 年 に集落にある畦畔木 の うち，これ

　か らも残す こ との できそうなもの を選び

　保存する もの として 指定した 。

　 22 指定され て からこれまで の 状況

　 集落 代 表者 に よると，現在指 定され

1 て い る畦畔木 は 700本か ら 900本，樹

　種は ヤチダ モ で ある 。 所有は ， 以 前と
1 同様 に雑種 地 の 所 有者で ある。維 持

　管理 は ，
B集落の 農家がして い る。そ

：
の 費用は 観光協会が負担 して お り，昨

　 年で あれば防除 ・枝打 の ため に約 18
．

」
　万 円が集落に支払われて い る。また，

　畦畔木保存 の ため の 補償金が観 光 協

　会から支払 わ れ て い る。内訳 は ， 畦畔

56　 農村計画論 文集 1999年 11月
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木 の 植えられ てい る雑種地 の 艮辺 の 長さ 10 間に

対 して 5000 円 ， そ の うち雑種 地所 有者 に 6割 ， そ

の 雑種地に接する田 の 所有者 に 4割であ り，畦 畔

木 の 所有者だけはなく， 保存 に よっ て影響を受 け

るこ とが予想される人 に まで 補償がなされて い る
注 1

ω
。 昨年で は ，そ の総額は約 39 万 円であ く）た，，

行政担 当者によると，B集落の 畦 畔木は ，農村景

観 百選 に選 ばれ て お り，毎 口 の ように 写真撮影や

絵描きの ため に訪れ る人が絶えず ，岩 室村 の 観光

資源 の 1つ となっ て い る。平 成6年 には ， 県 の 補助

事業に よっ て B集落 内の 揚水機 場を整備する際に，

地 元住民や 訪れる人の た め に ，機場敷地 内に休

憩小屋 ・トイレ
・駐車場が設置された。

2．3 地元 の 抱える問題点

行 政 担 当者 の 指摘で は ，将来的に は 高齢化が

進 み ，5〜6年 後には 管理を専門業者に 委託しな

けれ ばならず，そ の 時の 費用負担 の 増大を懸 念し

て い るc また集 落代表者と行政担 当者 の 共通 の 意

見として ，次の 世代で ある後継者達に畦畔木保 存

を理解してもらうために，今後教 育面で の 考慮をし

て い か なければならない こ とが指摘された ．

覊
欝

園 2 岩窒村の 畦畔 木 の伎 置

3 ．新潟県小 国町の 事例

小 国町C 集落で は，圃場整備 の 際に ，親水水路

の 設 置とともに畦畔木が保 存され た ．

3，1 保 存までの 経緯
上m

小 国町 C 集落では，n召和 33 −36 年に，　JOa区画 の

区画 整理 が実施され ， そ の 際 に畦畔沿 い や農 道

沿い に 畦畔木が移植されて い る。前述 の 2 嚇例 と

同様 に，農作業に必 要 な農業施醸 として移植され

て い る
一Z12）

。昭和 5C｝年か ら空 中散布が開始され ，

昭和 53 年頃から乾燥機 ・コ ンバ インなどが使月1さ

れるように なる と，利用 は され す邪魔なもの と見 なさ

れる ようになり，多くの 畦畔木 が切られた 。 結局残

っ た の は
，
空 中散布 の ヘ リコ プタ

ー
の 通 り道を妨げ

ない ような集落  聰の 東側に ある畦畔木で あっ た c

平厂嬪 年か ら9 年に 声 施され た圃場整備 の 際に
，

新潟県 の 圃場整備担 1者か ら，畦 畔木 保存 の 提

案が あっ た。また 地 元農 家も畦畔本 保存 には 賛成

で あっ た 。 そ の 理 由 は ，  機能優先だが，それで も
’
1地 区や周 辺 の 地 区で は 以前 に 比 べ 畦 畔木が減

っ て お り読 殳風 景だと感 じて い た，  「昔使 く♪て い

だもの だ 」とい うことを子 供や孫に 見せ た か っ た ，  

保存す る畦畔木 は農作業 の 邪魔には ならなか っ た，

  畦 畔木を残すた め に 減歩はなく， 移植もなか っ

た の で お 金もかか らなか っ た
注 13 ）

，などで ある。

3．2 保 存され て か らの状況 と今後 の 課題

集落代表者 によると，保 存され た畦 畔木は数 十

本で ある。樹種 はヤ チ ダモ とハ ン ノキ で あ る 。 所有

は ，以前は個人 の所有であっ たが，現在は 1：地 改

良区 の 所有で ある。維持管理 は
， 地元 の 農家が 2

年 に 1口 の 枝打 ちをして おり，補助金などはない tt

今後 の 課題 として ，行政担 当者の 指摘で は 維持

管理 に補助金等を出す こ とがで きず，将来も維持

管理 が で きるか が あげられ た 。 また ，集 落代表者 ・

行政担 当者 共通の懸念とじ て，次 の 世代がハ サ架

けとい う畦 畔木の 利用を知らない 世 代であるの で，

畦畔木を残して い くこ とに理解をしてくれるか を心

配 して い る 。

4．滋賀県長浜 市の 事例

滋賀県長浜市D 集落では，圃場整備 の 際に畦 畔

木の 保存および移植が美施された。

4．豆保存および移植の 経緯
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　　　　 麪3 小 国町 の 畦畔木の ｛立置

D 集落 を含む周 辺 地 区 で は ，近 年まで 多くの 畦

畔木が 切られず に残されて い た。以 前は ハ サ架 け

やわら干 しに 利用されて い たが ，乾燥機を使うよう

になっ て からは 畦畔木は 使用され なくな っ だ 61
，集

落担 当者 によると，平成元年か らは じまっ た圃場整

備が進む につ れ て 畦畔木が切られ ，昔ながらの 風

景が無くなっ てしまうこ とへ の 危機感が地元 住民に

生 じて い た。そ こ で
，
D 集落か ら長浜 市へ 「畦畔木

の移植などにつ い て 」との 畦畔木保存の 要望

書が提 出され た 。 行 政担 当者に よる と，要望

書提 出と同時期に，他県に｛主む アマ チ ュ ア写

真家か ら長浜 市長宛に畦畔木保 存を訴 える

手紙も送られてきた。さらに，行 政担 当者も，

環境に配慮 した農 業農村整備 の 実施に つ い

てそ の 必 要性を強く感じてい た。

これ らの 要因か ら， 平成 6年 には，親水水路

の 整備 とともに 「現況畦畔本の移植」が景観整

備事業として 決定した 。 費用は ，景観整備 費

用 の うち 10％が地 元集落 の 負担となり，農家
…

戸 当た り約 8 万 円 の 負担であっ た c 移植お

よび保存 の 本数は 182 本である。移植場所は ，

主 に集 落北側 を流れる春近川 沿い と新た に

整備された農道・排水路沿い であり， 保存 ・移植用

地捻出の た め の 減歩 はなか っ た
T；．1・O

。また ， 集 落

代 表者によると，H 当たりを考慮して農道や排水路

の 南側，農地 に朝 日 を入 れ る た め に 農地 の 西 側 ，

農作業や通行の 邪魔にならな い 橋の 四隅，などの

場所 を移植 先として決 定した 。 移植の 際に は
，
畦

畔本
一

本ごとに番 号を付 け樹種を特 定 し，仮植 を

した 後に移植 した 。

4．2 移植 ・保存か らこれまで の 状況

集落代表者に よる と
， 所有は 整備 前は 個人 所 有

であ っ たが，整備後は集落による所有とな っ た．維

持管理 は集落 の 役員が 申心 に な っ て 年 に 1回枝

打ちを行 っ ており，維 持管理 費用 の 補助 はない t
−．

43 移植お よ び保存 の 際の 問題 点

行政担当者の 指摘によると，今回の 畦畔木保存

は ，圃場整 備事業 の
…

部として 実施した ことから，

整備項 目として 「樹 木 の 保存 ・移植」等 の 項 目がな

い
。 したが っ て

， 個 々 の 対応を せ ざるを得ず ， 予 算

決 定 の た めには，通常の 圃場整備 の場合よりも煩

雑 な事務作業 が 必 要 で あ っ た 。 また，維持管理に

つ い ても制度がない た め に補助をすることができて

い ない 。また技 術的な問題 として ，圃 場整 備に よ る

水路 ・農道 の 位置 の 変更や盛 上 ・切 上な どによる

十壌・水分条件 の 変化 に よ り， 仮植えをした にもか

か わらず生 育の 悪い 畦畔木があっ た。区画 や 水

路 ・農道が決定 した 後に 移植が 計画され た の で
，

畦畔木 にとっ てよい 条件で の 移植は難しか っ た．

1

．．．一一一

L ．

　　　　　　　　　　 　 −

．　 一　　　　 」
図 4 長浜市の畦 畔 木の位 置
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皿 考察

1．畦畔木と農家の 関係の移り変わり

新津 ・岩室 ・小 国で は ，時期は 異なるが，耕地整

理の 際に畦 畔木を移植保存して い る ，
「ハ サ架け」

の ために必要なもの として 保存され た の で ある 。 農

業 の 機械化が進 むまで は稲を乾燥するた め に利

用された 。 そ して コ ン バ イン ・乾燥機など の 農業機

械 の 導入に よっ て
，

「ハ サ架 け1の利用をする必 要

がなくなっ た。また，ヘ リコ プター
による農薬 の 空 中

散布 の 邪魔に なっ た ，こ の ように，畦畔木が伐採さ

れる状況が揃 っ て い き，実 際にそれ ぞれ の 事 例集

落 の 周 辺で は畦畔木 は 姿を消してい っ た，そ の よ

うななか で今回紹介した事例地 区で はそれぞれ の

事情 で 畦 畔木は切られ ず に残 り，保 存され た．そ

の 保存 の 方法 として ，新津・岩 室で は外 部
注 15 ＞

か ら

の 働きか けがあっ た。すなわち，畦畔 木に文化財

や観 光資源 として の価値を与え，また畦畔木の 所

有者 等に維 持管理 費や 補償金 とい っ た経済的 裏

付 けを与 え た。小 国 ・長 浜 で は ， 圃場 整備 による新

しい 区画・農道 ・水路等 が決定 した後に ，農 作業に

支障の なく保存 の ため の 減歩が必 要ない 場所 で

移植 ・保 存をした。

以 上 の 時間経過 の なか で
， 農家に とっ て の 畦 畔

木 の 意味は変化してきた。つ まり，以 前は ハ サ架け

とい う作業に利用するもの で あっ たが，現在で は 文

化財または 景観要 素 へ と変化 してい る 。
こ れ は，農

家と畦畔木 の 関わりが ，
ハ サ架け利用 とい う直接 的

物理 的な関わりから， 文化財または景観要素とい う

間接 的観念的な関わりへ 変化して い ることを示すも

の と考える。また，畦 畔木 の 保存に対 する農家の

態度が変化 して い る。 以 前は ハ サ架けに必 要なも

の として耕地整理 の 際にも移植をした が，現在で

は外 部か らの働きか けによる保 存，または農 業の

合理 性が優先するような保 存 へ と変化 してい る。こ

れは ， 農家 の 畦畔木に対す る必 要性が以 前に比

べ 現在で は小 さくな っ て い るこ とを示し て い ると考

える。小 国で は，後継者 世代がハ サ架 けとい う畦

畔木の 利用を した経験 がな い こ とか ら，将来畦 畔

木保 存を理解して くれるか とい う懸念 が集 落代表

者お よび 行政担 当者か ら指摘された。「昔使 っ たも

の 」だか ら残 したい と考えて い る 世代 の 畦畔本 との

関わ り方とは異なり，後継者世代 の 畦畔木との 関

わ り方が利用を伴っ た直接的なもの で はない こ とか

ら，後継者世代に は畦畔木を保存したい とい う動

機が生じない こ とを心配して い るもの と言える。

2．圃場整備と畦畔木保存

小 国・長浜 で は 圃場整備 の 際に 畦畔木が保存さ

れ てい る。この 両地区 で 共通して い ることとして ，農

作業 の 邪魔に な らな い ところ で の 移植 ・保 存がお こ

なわれた ことと，整 備後の 維持 管理 に対 して 補助

金が支 出されな い こ とがあっ た 。 前 者に つ い ては ，

両地 区で の 整備にお い ては畦畔木保存よりも農業

の 合理性 が優 先され て い るこ とを示 して い ると言 え

よう。後者 に つ い て は ， 圃場整備 における農地区

両 の 拡大 ワ k路や農道の 直線化とい っ た ハ ード整

備 と同様 に，保 存 ・移植が ハ
ー

ド整備 として扱われ ，

ソフ ト面で ある維 持管理 に つ い て は考 慮され なか

っ たもの と言える。圃場整備 の 際に畦畔木保存が

で きたこ とは こ れまで の 生 産性効率性
一

辺 倒の 土

地改良事業を考慮す れ ば，景観に配 慮する整備と

い う点で 大きな進歩で あ る。しか し
， 新津や岩室 で

は 維持管理 費の 補助や補償金が あるこ ととb匕べ る

と，圃場 整備 の 際 の 畦畔木保存 で は ソフ ト面で の

不備は否 めない 。

IV 畦畔 木保 存の た めに

こ こ で は本論 の 考察を踏まえて ，将来 の 畦畔木

保存 の 課 題 を述 べ る。

農家と畦畔木との 関わり方が変化をして きて い る．

小国で はそ の 関わり方 の 変化が畦畔木保 存の 意

識にも影響を与 えるの で はとい う懸念があげられた。

また ，畦畔木を所有する農家の 保存 の 意識は ，将

来 の 畦畔木 保存に大きな影 響を 与えると考える。

以上の ことか ら，畦畔木 保 存の 1つ の 方法として ，

畦畔木 を単に景観要 素として 残す の では なく，農

家と畦畔木との 関わりであっ た利用をも含めて残 し

て い くことを提案する．そ こで は ， 農家と畦畔木との

直接的物理 的な関わりであるハ サ架 け利用をする

ことで
， 農家と畦 畔木の 間に 単なる景観要素として

の 間接的観念的関わ り以上 の 結び っ きを形成し，

それ に よっ て農家の 持 っ 畦畔木保 存 の 意識をさら

に高め るこ とができると考える 。 しか し，乾燥機の 利
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用を止 め て 昔と全く同じようにす べ てハ サ架けによ

っ て 稲 の 乾燥をすることは現 実的でない
。 新津や

岩室 で 実施されてい るような現状維 持の 保存の 方

法 に 加 えて
，

一一・
部の 畦畔木 で

， 例 えば環境教育と

して の伝統的農法の ハ サ架けを学ぶ場にする，ハ

サ架けなどの農業体験を通 じて都市住 民 との 交 流

を図る，自然乾燥 米とし て付加価値 を与えて販 売

するな ど，畦畔木の 直接的利用を引き出すため の

仕掛 けを組み入 れ ることが 必要で あ ると考える。

また ， 圃場整備 にお ける畦畔木保存 に つ い て は ，

現状で は畦畔木保存よりも農業 の 合理性 が優先さ

れて い る 。 これは 圃場整備などの 現状 の 土地改 良

事業が生 産性効率性 の 向上を目指すもの であるこ

とか らや むを得ない こ とで あろう。 しか し，最近盛ん

に議論されて い る農地 の 多面 的機 能を念頭 に 置

けば，畦畔木 の ある農地におい て農業 の 合理性 と

畦畔木 保存とが 両立 で きるようにするこ とが必 要で

あると考える。 そ の ために ，まず畦畔木保存の 具体

的な手法を確 立し
注 16 ｝

，そ の 上で ，現在 で は 不 十

分で ある維持 管理等 の ソフ ト面 を含 めて ， 農業 の

合理 性 と畦畔 木保 存の 両 立が で きる ような調整 技

術の 開発 や制度 の 整備をするべ きである。

謝 辞 ；本 研 究 を進 め る に 当た っ て ，新津市，岩 室 村，小 国

町，長 浜 市，そして 地 元 の 方 々 に大 変お 世話 にな りました。
感 謝 申 し Lげ ます．．

　　　　　　　　　　　 ［注］

注D 地方によっ て 「ハ ザキ」，「アゼキ」と呼 び名 は様 々 で あ

　 るが
， 小 林田

， 勝 野圀 ，海老 沢 ［31，葉 山 ら団 の 先 行 研 究 と

　 同様 に，総称 的 に 「畦畔 木一を使 用 す る。
注2）畦畔木に関 する文献 は小 林［1］・海老沢［31に言羊しい ．＝

　 しか し
， 今回 の テーマ で ある畦畔 木 の 保 存 の 経緯 につ

　 い て の 文 書情報 は ほとん どな い 、，したが’
〕て，畦 畔 木保

　 存に 関わっ た人 へ の イン タビ tzLu とい う調 査 方法を選 択

　 した．調 査実施時期 は，A ・B ・C 集 落 は 平成11 年 2 月，
　 D 集落 は 平 成10 年 9 月等 数 回 で ある．イン フ ォ

ー
マ ン ト

　 としては，集落の 農業事情 に精通 してい る農家組 合 の

　 代表 （調 査 時点，以 下 同 様 ），圃場整 備を実 施 したC ・D

　 集 落 で は集 落 の 圃場 整 備 委 員，また現在 の 畦畔 木の 保

　 存や管理 に携わっ て い るもしくは 圃 場整 備 の 際 に関わ

　 っ た行 政 担 当者 を選 ん だ。新津市，A 集落集落代表者

　 M 氏 （農家組合 長 ），「刮市教育委員 会A 氏 ・K 氏 ，岩 室

　 村，B集落集落代表者A 氏 （農家組 合 長），同木欟 光商

　 工 課 T 氏，同農林水 産 課 Y 氏、小 国 町，C 集落集落代

　 表者砥 （圃場整備推進委 員 ），同 町農林課K 氏 （圃 場

　 整備担 当者）。 長浜市，D 集落集落代表者K 氏（圃場整

　 備 推進 委 員 ），滋 賀県 長 浜 県 事 務所 土 地 改良課Y 氏

　 （圃揚 整備担 当者）。
注 3＞本 項 1．1 はA 集落 の 集落代表者への イン タビ ュ

ー調 査

　 結 果 をま とめ て い るr．
注 4 ）畦畔木 を利用 した稲 の 乾燥方法を「ハ サ架 け」とい う。
注 5）A 集落は 昭和 45 年まで 種籾採取の 指定を受け てお

　 り，良 質の 籾 をとる ため に 自然乾燥 が 必 要 で あ っ た 。

注 6）畦 畔木 の 植 えられ て い るとこ ろ。
注 7）台 風 に よる倒木や枯死 したもの の ためであり，近隣か

　 ら必 要 の な くな っ た 畦畔 木 を引き取 っ て い る、，
注 8）平 成9年 度新 津 市教育委員会事務報告書より

注 9）本 項 2，1は B集落の 集落代表者への インタビ ュ
ー
調査

　 結果 をまとめ て い る。
注 10 ）昭和 62年 夏 井 ハ ザ 木 保 存者 明細 （夏井事務所 〉より

注 11）本 項 3，1はC 集落 の 集 落代 表者 への イン タビ ュ
ー
調

　 査 結 果 をまとめ て い る。
潅 12）小国町 の 他集落の 中に は，区画 整 理 の 際 に畦 畔木

　 を禁止 し たところ もあっ た e

注 13）小 国町 の 担 当者 に よれ ば，お 金が か か っ て い た り，
　農作業の 邪魔 になる ような場所 の 保存で あれ ば，反 対

　 者 もい たか もしれ な い ．との ことで あっ た。
注 14）平成 7年 県 営ほ 場 整 備 事業 郷 里東 地 区 垣 保工 区 景

　観保全整 備 計 画 （滋賀 県 艮 浜 県 事 務 所 土 地改 良課）資

　 料より

注 15）ここで 使用する1
．
外部1とは，農家や農業関 連の 行 政

　 等の 団体以 外 の 個人・団体を指す。
注 16）1二述 し た利用を伴っ た 保存方法もそ の 1つ と言 える。

　 また，今 回は 考慮しなか っ た視覚的認知 面か らの 畦畔

　 木 の 景 観評 価 による検討も必要で あると考えるn
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Abstraじt．　lhc　pu【posc　of 　t1豆s　paper　is　to　alialyze 　the　preservations　of　levee　trees　in　rural　landscapes，　The　res皿ts　are 　as　fc）llows；1，
The　role　of　lev¢ e 廿ees 　for魚  crs 　has曲 1gcd ：from　implements　to　dr｝・up 　rice　to　c曲 ral　assets 　or　lmldscape　elemcnts ，2．　hl　case
of 　the　preservations　in　f  n 　Iand　consGlida 喧ions，　agr ｛cultural 　rationalizadon 　had　plior主ty　over 　tlle　preservations　of 　levee　treζs，　and
thgre　has　been　fe．、、r　subsidies 　fbr　the　care 　of 　levee　trees　aft ∈て farm　land　consolidations ，　We 　suggest 　that　levee　trees　should 　bc

preserved　with 　use 負〕r　dr｝弖ng 　up 　rice，　not　only 劼s　landscal）¢ じlements．　Wc 　also 　suggest 　that　the　agricidtural 　rationalizatlon 　and 　the

preservとLti【）n　oflevee 　trees　sh ⊂｝uldbc 　trcatcd　cqually ．
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